
 

       巡視船艇整備事業の新規採択時評価書 
 

                              評価担当者：海上保安庁    

                                                評 価 年 度     ：平成２２年度    
１．事業の概要 

①事業内容 大型巡視艇（ＰＣ型）３隻の建造及び就役 

②事業費 ４４億円 

③配備管区及び主な活

 動海域 

・日本沿岸海域（第八、第九管区海上保安本部） 
・太平洋沿岸海域（第二管区海上保安本部） 

④必要性、緊急性 

 

 

 

 

 

 

 

 海難救助をはじめとした普遍的な海上保安業務におけ

る業務執行体制を確保するとともに、国内密漁事犯、外国

漁船の違法操業事犯、密輸・密航事犯等の悪質な海上犯罪

の取締りを強化していくためには、建造から２５年以上が

経過し、耐用年数を大幅に超過した３０メートル型巡視艇

を代替し、高速性能、操縦性能、夜間監視能力等の能力を

強化した大型巡視艇（ＰＣ型）を整備する必要がある。

⑤整備期間 平成２３～２４年度 

⑥運用開始年度 平成２４年度 

⑦耐用年数 ２０年 
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⑧本事業に関連する事

業 
老朽巡視艇の解役 

 
２．効果の分析 

（１）必要性、緊急性 

海上保安庁の巡視艇については、平成18年以降、老朽化に伴う代替建造を集中的に

進める緊急整備を行ってきており、代替が進んできたところ、今後は老朽化の程度等

に応じ、必要に応じて巡視艇の整備を推進する。 

 

① 巡視艇の主な任務  

巡視艇は、港内から我が国領海付近に至る基地周辺海域で発生する海難救助等

の警備救難業務を担っており、各種事案の発生時にはこれに即応するほか、ＰＬ

型等の巡視船では進出困難な地方漁港や比較的水深の浅い海域でも活動が可能で

あり、高速性能と小回りの利く操縦性能を活かし、国内密漁取締り、外国漁船の

領海侵犯操業、密輸・密航の取締り等の悪質・巧妙化する海上犯罪の取締りや港

内及び沿岸部に所在するエネルギー関連施設等の重要施設の警戒を主たる任務と

している。 

  

② 国内密漁事犯対策 

近年の特徴としては漁業者以外の者による密漁事犯が増加しており、その形態

も多人数の密漁グループと密漁と知りながら買い受ける水産物販売会社が一体と

なった悪質で大掛かりなものや暴力団の収入源となるものまで多様化している。

特に魚介類を根こそぎ捕獲する悪質な潜水器密漁については、高級食材であるあ

わび、さざえ、なまこを狙ったものが大半を占め、全国的に展開されているとこ

ろであり、これら密漁事犯を根絶するため徹底した監視取締りが必要である。 

 



③ 悪質・巧妙化する外国漁船による密漁対策 

外国漁船による違法操業については、海上保安庁をはじめ我が国当局による厳

正な取締りや旗国による法令改正も含む取締り強化も相まって、検挙件数は年々

減少してきているが、その一方で、その手口は、高速・高性能化を図った船舶を

使用し、当庁の巡視船艇の接近をいち早く察知するや漁具等の証拠物も隠滅し素

早く逃げる等、悪質・巧妙化しており、今後も厳格な監視取締りを実施していく

必要がある。 

 

④ 密輸・密航の水際阻止 

銃器・違法薬物の密輸入や外国の不法入国といった事案は我が国の治安にとっ

て大きな脅威であり、当庁では、本邦に入港する外国船舶の立入検査を徹底して

行ない、密輸・密航事犯を摘発し、薬物・銃器や不法入国者の流入を水際で阻止

している。さらに 近では、韓国人による不法出入国事案が増加しており、その

手口も、密航者を運搬する船員が密航斡旋ブローカーの指示を受け、高速小型船

や小型漁船等により夜間、人目につきにくい地方漁港を狙うなど、悪質で感知し

にくいものになっており、密航者の受渡しが行なわれる可能性のある海域におい

ては、重点的な監視取締りが必要となる。 

 

 

（２）事業の効果 

本事業で大型巡視艇（ＰＣ型）を整備することにより、期待される業務上の効果は

以下のとおりである。 
 

① 速力、操縦性能の向上により、現場進出時間の短縮や高速で逃走する容疑船舶の

追尾捕捉が可能となる。 
 

② 夜間監視能力の向上により、昼夜を問わない確実な監視活動、不審事象の早期発

見、行方不明者の捜索活動が可能となる。 
 

③ 船体の防弾構造化により、密輸、密航、テロ等を企てる容疑者からの武器による

攻撃に対して船内の海上保安官の安全を確保することができ、より的確な対処が可

能となる。 
 

④ 命中精度の高い高性能武器を搭載することで、停船措置の 終手段として、相手

に危害を加えることなく確実に停船措置をさせることで、厳正かつ的確な法執行活

動が可能となる。 
 

 

（３）主たる効果の抽出 

整備しようとする大型巡視艇（ＰＣ型）は、速力、操縦性能、夜間監視能力等の能

力・機能が強化されており、事案対応体制の強化を図ることができる。 
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                                                評 価 年 度     ：平成２２年度   

 
                                    

 巡視船艇整備事業の新規採択時評価表（事業の総合評価） 
 

（大型巡視艇（ＰＣ型）の整備） 
 

１ 事業の総合評価 

（１）大型巡視艇（ＰＣ型）にあっては、我が国領海及びその周辺の排他的経済水域ま

での沿岸海域で発生する海難の救助等の警備救難業務を担っており、特に国内密漁

事犯、外国漁船の違法操業事犯、密輸・密航事犯等の海上犯罪にあっては、地域の

治安や経済に大きな影響を及ぼし、また、我が国の安全・安心を大きく脅かす脅威

である。 

海上保安庁としては、その根絶を目指し、水際阻止に重点的に取り組んでいると

ころであり、これら犯罪の発生する蓋然性の高い海域を管轄する１９部署について

は、特に高速性に優れた大型巡視艇（ＰＣ型）を配備している。 

 

（２）３０メートル型巡視艇のうち、七尾、福井、宮城の各海上保安部署に配備されて

いる３隻は、昭和５０年代に大量建造され、主船体をリベットで接合する前時代的

な建造工法が採用されているほか、建造から２５年以上が経過しているため、船体

全体の強度低下が生じ、運航の安全性が著しく低下している。 

そのほか、故障の多発や稼働率の低下等により業務に著しい支障が生じている状

況にあり、このような老朽・旧式化した状態では、海上保安庁に課せられた任務を

十分に遂行することができない。 

 

（３）本事業により整備する大型巡視艇（ＰＣ型）は、多様化する業務ニーズに的確に

対応するため、高速化及び操縦性能の向上を図るとともに、業務処理能力を高める

ため、夜間監視能力等の機能を強化している。 

本事業は、海上保安庁に課せられた任務、とりわけ海上における秩序維持を担う

警察機関としての責務を果たしていくために必要不可欠な事業と評価できる。 

 
 
２ 新規事業採択の判断  

 
 採択する。 

 




